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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　解剖学的構造の少なくとも１の部分の分析又は図示のうちのいずれか一を行う方法であ
って、以下の：
　　上記少なくとも１の部分に関連する第一情報を作成するために、当該少なくとも１の
部分に光を進め、ここで当該光が、対象内に位置する発生装置から解剖学的構造を含む対
象上に又は対象内に提供され；
　　上記第一情報を受容し、そして当該第一情報の少なくとも一部である第二情報を作成
するために、当該第一情報に基いて上記少なくとも１の部分の少なくとも１の区分を選択
し；そして
　　上記第二情報の関数として、上記少なくとも１の部分の表示倍率を漸次的に変更する
　を含む、前記方法。
【請求項２】
　前記変更ステップが、前記少なくとも１の部分の位置の表示を変更することを含む、請
求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記変更ステップが、前記解剖学的構造内の前記少なくとも１の部分の深さの表示を変
更することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第二情報が、前記少なくとも１の部分の中に提供される領域に関連する、請求項１
に記載の方法。
【請求項５】
　前記第二情報が、ユーザーが前記領域を選択することにより得られる、請求項１に記載
の方法。
【請求項６】
　前記選択ステップが、ユーザーからの入力を伴わずに処理集成装置により自動的に行な
われる、請求項１に記載の方法。
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【請求項７】
　前記少なくとも１の部分の中の異常領域を決定することをさらに含み、そして処理集成
装置が、当該異常の少なくとも１の区分を表示するために、選択及び変更ステップを行な
う、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　第三情報を作成するために、処理集成装置を用いて前記少なくとも１の部分の中で異常
領域を決定することをさらに含み、そして当該選択ステップが、当該第三情報の関数とし
てユーザーにより行なわれる、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　第三情報を作成するために、処理集成装置を用いて前記少なくとも１の部分の中で異常
領域を決定することをさらに含み、そして当該選択ステップが、当該第三情報の関数とし
て処理集成装置により行なわれる、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第一情報が、前記少なくとも１の部分の二次元表示に関連する、請求項１に記載の
方法。
【請求項１１】
　前記第一情報が、前記少なくとも１の部分の三次元表示に関連する、請求項１に記載の
方法。
【請求項１２】
　前記第一情報が、３次元超を有する前記少なくともの部分の表示と関連する、請求項１
に記載の方法。
【請求項１３】
　前記少なくとも１の部分が、１ｍｍ2より大きい領域を有する、請求項１に記載の方法
。
【請求項１４】
　前記少なくとも１の部分が、１０ｍｍ2より大きい領域を有する、請求項１に記載の方
法。
【請求項１５】
　前記少なくとも１の部分の表示された区分が、１ｃｍ2未満である領域を有する、請求
項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記少なくとも１の部分の表示された区分が、１ｍｍ2未満である領域を有する、請求
項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記少なくとも１の部分の表示された区分が、１００μｍ2未満である領域を有する、
請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記第一情報が、以下の：
　　共焦点顕微鏡法、
　　スペクトルによりコードされた共焦点顕微鏡方法、
　　光コヒーレンス断層撮影法、及び
　　光周波数ドメイン干渉分光法
　うちの少なくとも１と関連する、請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記光を前記少なくとも１の部分に提供するために、解剖学的構造内に集成装置を提供
することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　解剖学的構造の少なくとも１の部分の分析又は図示のうちの少なくとも１を行なうため
の装置であって、以下の：
　　上記少なくとも１の部分に関連する第一情報を作成するために、当該解剖学的構造を
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含む対象内に位置する少なくとも１の部分に光を進めるように構成され、ここで当該第一
情報が画像を伴い、そして表示用の画像よりも高い解像度を含む、少なくとも１の第一集
成装置；
　　上記第一情報を受容するように構成され、そして当該第一情報の少なくとも一部であ
る第二情報を作成するために上記第一情報に基く少なくとも１の部分の少なくとも１の区
分を選択する少なくとも１の第二集成装置；そして
　　上記第二情報の関数として上記少なくとも１の部分の表示倍率を漸次的に変更するよ
うに構成される少なくとも１の第三集成装置
　を含む、前記装置。
【請求項２１】
　解剖学的構造の少なくとも１の部分の分析又は図示のうちの少なくとも１を行なうため
の集成装置であって、以下の：
　　処理集成装置により行なわれる場合に、解剖学的構造を含む対象内に位置する発生装
置により、上記少なくとも１の部分に進められる光に応答して作成される上記少なくとも
１の部分に関連する第一情報を受容する処理集成装置を構成し、ここで当該第一情報が画
像を伴い、そして表示用の画像の解像度よりも高い解像度を含む、第一指令セット；
　　処理集成装置により行なわれる場合に、上記第一情報を受容するように当該処理集成
装置を構成し；そして当該第一情報の少なくとも一部である第二情報を作成するために、
少なくとも１の処理集成装置又はユーザーが当該第一情報に基いて少なくとも１の部分の
少なくとも１の区分を選択することを許容する第二指令セット；
　　処理集成装置により実行される場合に、上記第二情報の関数として上記少なくとも１
の部分の表示倍率を漸次的に変更するように処理集成装置を構成する第三指令セット
　を含む、前記集成装置。
【請求項２２】
　前記少なくとも１の部分の表示が、当該表示の縮小を修正することにより修正される、
請求項２１に記載の集成装置。
【請求項２３】
　前記少なくとも１の特徴が、体積レンダリング特徴又は体積可視化特徴を含む、請求項
２１に記載の集成装置。
【請求項２４】
　前記少なくとも１の部分が、血管である、請求項２１に記載の集成装置。
【請求項２５】
　前記少なくとも１の部分の表示が、表示の縮小を修正することにより修正される、請求
項２０に記載の装置。
【請求項２６】
　前記少なくとも１の特徴が、体積レンダリング特徴又は体積可視化特徴を含む、請求項
２０に記載の装置。
【請求項２７】
　前記少なくとも１の部分が、血管である、請求項２０に記載の装置。
【請求項２８】
　前記発生装置が、光を前記少なくとも１の部分へと進める場合に、内腔又は解剖学的構
造の開口部に位置する、請求項１に記載の方法。
【請求項２９】
　前記少なくとも１の第一集成装置が、光を前記少なくとも１の部分へと進める場合に、
内腔又は解剖学的構造の開口部に位置する、請求項２０に記載の装置。
【請求項３０】
　前記発生装置が、光を前記少なくとも１の部分へと進める場合に、内腔又は解剖学的構
造の開口部に位置する、請求項２１に記載の集成装置。
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